
　　

11月中旬～下旬

お奨め

車窓から流れる景色

浄土庭園と大イチョウ

イベント

夏井川ウォーキングフェスタ

ライトアップ
11月7～15日
17:30～20:00

場所

夏井川渓谷

白水阿弥陀堂

見頃の時期

11月上旬～中旬

第102号

ひとくちメモ

秋の行楽といえば、やっぱり紅葉狩り。標高の高い所ではすでに見ごろとなって
いたり、初雪とのコントラストが楽しめるのも今の時期です。身近なところでは、
街路樹が色づき始めています。いわきの主な紅葉スポットをまとめてみました。
昼夜の寒暖差が生み出す自然の美しさを楽しみたいですね。

県は、平成27年9月16日に平成27年基準地価を発表しました。
住宅地の変動率は前年比プラス2.0％で、公示地価同様に全国最高となりました。
全国の住宅地の地価上昇率上位10地点のうち、いわき市内の8地点を占め、県内でも
住宅地の地価上昇率上位5位まで全てが、いわき市内であるなど需要の高さを示して
ます。

全国平均は住宅地・商業地ともに下落基調ですが、下落幅の縮小傾向は続いている
ようです。

<路線価・公示地価・基準地価の違い>
◇路線価・・・毎年1月1日時点において価格の調査が実施され、毎年7月1日に公表され

ます。

路線価には「相続税路線価」と「固定資産税路線価」の２種類があり

ますが、一般的には「路線価」といえば「相続税路線価」を指します。

相続税路線価は相続税及び贈与税の算定基準となる土地評価で、公示
地価の８割程度が目安とされています。

公示地価などは敷地そのものについての価格を示すのに対し路線価は

「路線」に対して価格が付されます。

ちなみに固定資産税路線価は、土地の固定資産税評価額を決める際の
基準となる価格です。

◇公示地価・・地価公示法に基づき国土交通省土地鑑定委員会が毎年１回公示する標準

地の価格です。毎年１月１日時点の価格が評価され３月中旬頃に発表さ

れます。公示地価は公共事業用地の取得価格算定の基準とされるほか、
「一般の土地取引価格に対する指標となること」「適正な地価の形成に

寄与すること」が目的とされています。調査対象は原則として都市計画

法による都市計画区域内だが、都市計画区域外であっても土地取引が

相当見込まれるものとして省令で定められた区域が対象に加わります。
◇基準地価・・基準地価は都道府県が毎年9月20日頃に公表される基準地の価格です。

評価方法等は公示地価とほほ変わらず、大きく異なるのは評価時点が

7月1日であること、調査主体が都道府県であることです。

また、公示地価は都市計画区域内を主な調査対象とするのに対し、
基準地価は都市計画区域外の住宅地・商業地・工業地・宅地ではない

林地なども対象としています。


